
（平成２２年９月８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 3 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認宮崎地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

宮崎厚生年金 事案 450 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格取得日に係る記

録を昭和 54 年５月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 16 万円とする

ことが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏     名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住     所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年５月 21日から同年６月１日まで 

    申立期間は、Ｂ事業所から同社の関連会社であるＡ事業所へ経営の立て直

しのために出向した時期であり、異動の際に一日も空けずに着任し、厚生年

金保険料も給与から継続して控除されていたと思う。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

同僚及びＡ事業所の元事業主の妻の供述から判断すると、申立人は、申立期

間に継続して勤務し（Ｂ事業所から同社の関連会社であるＡ事業所に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、Ｂ事業所及びＡ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票にお

いて、申立期間の直後に申立人と同様にＢ事業所からＡ事業所へ異動したとさ

れる複数の者について、厚生年金保険被保険者資格の喪失日及び取得日は、21

日付けと記録されている上、申立期間後に、申立人がＡ事業所からＢ事業所に

異動したとする時期における厚生年金保険被保険者資格の喪失日及び取得日

も、21 日付けと記録されていることから判断すると、当時、両社間における

異動は 21 日付けで行われていたと考えられることから、申立人のＢ事業所か



                      

  

らＡ事業所への異動日は昭和 54年５月 21日であったと推認できる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ事業所における昭和

54年６月の健康保険厚生年金保険被保険者原票から 16万円とすることが妥当

である。 

また、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ事

業所では、当時の関連資料は無く詳細は不明としているが、雇用保険の被保険

者記録における離職日及び資格取得日がＢ事業所及びＡ事業所に係る健康保

険厚生年金保険被保険者原票における資格喪失日及び取得日と符合している

ことが確認でき、公共職業安定所及び社会保険事務所（当時）の双方が誤って

同じ離職日又は資格喪失日及び資格取得日を記録したとは考え難いことから、

事業主が、オンライン記録どおりの資格喪失日及び取得日の届出を行っており、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 54 年５月の厚生年金保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 447 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。   

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年３月から同年４月まで 

    私は、昭和 41年２月に前職を退職してから、すぐにＡ社で勤務したのに、

転職後の２か月間が厚生年金保険の被保険者期間とされていないことが分

かった。 

申立期間当時は定時制高校に通っており、２か月間給与の支給が無けれ

ば、高等学校の月謝が支払えないので、Ａ社に勤務していたことは確かで

ある。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人のＡ社における雇用保険被保険者資格の取得日は、昭和 42 年５月 30

日であるが、同僚の供述から判断すると、申立人が申立事業所に入社した日付

は特定できないものの、申立人は、少なくとも 41 年４月には、申立事業所に

おいて勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿より、

申立人が厚生年金保険被保険者の資格を取得した昭和 41 年５月３日と同月に

被保険者資格を取得した同僚は５人確認できるが、そのうち連絡先が判明した

４人に照会したところ、いずれも、「私の入社時期は昭和 41年４月であった。」

としていることから判断すると、申立事業所は、申立期間当時、従業員につい

て必ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させていたとは限らない状況が

うかがえる。 



                      

  

また、法人登記簿において、申立事業所は、昭和 60年 11月に解散しており、

同事業所の業務を引き継いだとする事業主は、当時の書類等を保管しておらず、

申立期間における申立人の勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保

険料の控除について確認できない。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書及び源泉徴収票等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 448 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立ての要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年 10月１日から 54 年３月 31日まで              

私は、昭和 53 年 10 月１日からＡ事業所の雇員として、56 年 10 月 31 日

までの期間において、同事業所での業務に従事したが、社会保険庁(当時)

の記録では、厚生年金保険被保険者資格の取得日が 54 年４月１日となって

いた。 

当時の同僚は、着任時から厚生年金保険料の控除が行われていたと聞いて

おり、私も、着任時から厚生年金保険料の控除が行われていたと考えられる

ので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

                                                                                                                                  

第３ 委員会の判断の理由 

同僚及び当時申立事業所で申立人と同種の業務を担当していた職員の供述

並びに同事業所の職員名簿から判断すると、申立人が、申立期間にＡ事業所に

おいて、勤務していたことは確認できる。 

しかし、申立期間当時の同僚は、「申立人は、昭和 53 年 10 月から 54 年３

月までの期間において、Ａ事業所に正式に雇用された者ではなかった。同年４

月から雇用された者として手続し、厚生年金保険及び雇用保険の加入手続を行

ったと記憶している。」と供述している。 

また、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、申立人の厚

生年金保険被保険者資格の取得日は昭和 54 年４月１日と記載されており、雇

用保険の被保険者記録における資格取得日と一致していることが確認できる

とともに、前述の被保険者原票及び雇用保険の被保険者記録において、申立人



                      

  

の前任者、後任者及びその他の雇員とされる者はいずれも厚生年金保険被保険

者資格の取得日と雇用保険被保険者資格の取得日が一致していることが確認

できる。 

さらに、現在の事業主は、「申立人が昭和 53 年 10 月１日から当事業所に勤

務していたことは確認できるが、当時の資料は既に廃棄済みであり、申立期間

当時、当事業所で厚生年金保険料を給与から控除していたか否かは確認できな

い。」としている上、申立期間当時の事務長は死亡していることから、申立人

の申立期間における厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除につ

いて、確認できる供述を得ることができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 449 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 59年 11月 29日から 60年７月１日まで 

    私は、Ａ社に昭和 49年６月から平成 16年７月までの期間において継続し

て勤務したが、申立期間について厚生年金保険の被保険者記録が無いこと

が分かった。 

    私は、途中で退職した覚えは無いので、申立期間について、厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の事業主は、「申立期間は申立人が依願退職し、自身で店舗を経営して

いた時期であり、当社における厚生年金保険被保険者の資格は喪失していた

時期である。申立期間において、申立人に当社から給与の支払いは行ってお

らず、厚生年金保険料の控除もしていない。」と供述している。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申立人は、

厚生年金保険被保険者資格の喪失日が「59.11.29」と記載されているととも

に、申立人が健康保険被保険者証を返納したことを示す「証返納年月日：

59.11.30返納」と記載されていることが確認できる。 

さらに、申立人は申立期間中の昭和 60 年１月 21 日に国民健康保険被保険

者の資格を取得し、同年７月２日に資格を喪失していることが確認でき、当

該資格喪失日は、前述の被保険者原票から、申立人が申立期間直後に厚生年

金保険被保険者資格を再度取得した日と符合することが確認できる。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが確認できる給与明細書及び所得税源泉徴収票等は無い。 



                      

  

 このほか、申立てに係る事実について確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 


